


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「三原市男女共同参画プラン（第２次）」施策の体系

基本目標１　男女共同参画を進めるための人づくり
施策 主要事業

①人材育成の充実
②審議会等における女性の参画促進

①人権教育・啓発の推進
②学校教育における男女共同参画に
　 関する教育の推進
③教育・学習機会の充実

基本目標２　男女共同参画を実現するための環境づくり
施策 主要事業

①広報・啓発活動の充実
②情報の収集・発信の充実

①育児・介護休業制度等の普及・啓発
②男女のチャレンジ支援
③農林漁業，商工業など自営業における
   男女共同参画の推進
④相談や苦情への対応

①男性の家事・育児・介護等への参画促進
②保育サービスの充実（仕事との両立支援）
③ひとり親家庭の自立支援

①相談体制の充実
②ＤＶの防止と被害者保護の推進
③セクシュアル・ハラスメント等の防止

①コミュニティ活動の活性化
②地域，防災，環境その他の分野における
　 参画促進
③女性団体のネットワークづくり

基本目標３　男女共同参画を支える社会づくり
施策 主要事業

①市民団体等との協働
②出前講座の充実
③男女共同参画に関する講座の開催

①健康教育・健康相談・健康診査等の充実
②健康づくり支援
③安心・安全に妊娠・出産できる環境整備
④地域医療の充実
⑤生涯スポーツの推進

①高齢者等の社会参加の促進
②介護予防等の推進
③地域生活の支援

①地域における子育て支援の充実
②子どもの健全育成の推進
③安心して子どもが育つ環境整備

①国際理解・異文化理解の促進
②国際交流の充実

（１）政策・方針決定過程への
　　 女性の参画促進

（２）教育・学習の推進

（１）広報・啓発の充実

（２）職場における
     男女共同参画の推進

（３）家庭における
     男女共同参画の推進

（４）子どもがのびのび育つ
     環境づくり

（５）国際交流や国際協力の
     取組みの推進

（４）男女間の暴力の根絶に
     向けた取組みの推進

（５）地域における
     男女共同参画の推進

（１）市民団体等との協働による
     男女共同参画の推進

（２）生涯を通じた
     健康づくり支援

（３）高齢者等が安心して
     暮らせる環境づくり
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平成２８年度　男女共同参画施策の実施状況

●基本目標１　男女共同参画を進めるための人づくり

施策（１）政策・方針決定過程への女性の参画促進

①人材育成の充実

決算額（千円） 内　　容

・女性のための人材育成セミナーの開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　（計：３回実施　　のべ32名）
　　　9/29　男女共同参画社会づくり
　　　　　　　　特定社会保険労務士　瀬川　徳子さん
　　10/13　地域防災
　　　　　　　　防災・被災者支援地域女性ネットワーク
　　　　　　　　香川　恭子　さん
　　10/26　地域の魅力発見
　　　　　　　　広島修道大学人間環境学部教授
　　　　　　　　三浦　浩之さん

女性委員候補者リスト新規登録者数                3人

2
男女共同参画
セミナーの開催

男女共同参画社会の理解を広めるとともに，人材育成の場としてセミ
ナーを開催します。また，男性に参加を促進します。
●市民企画の「三原いきいきセミナー」の開催

人権推進課 70

市民企画（みはらウィメンズネットワーク）による
「いきいきセミナー」の開催　　（計：３回実施）
　9/24　「防災・復興に活かされる男女共同参画
　　　　　～過去の震災をふりかえる女性の目線～」
11/26「私にもできるまちづくり～三原のまちづくりの現状と展望
～」
　1/21　「哲学カフェ ～男らしさ，女らしさって必要？～」

②審議会等における女性の参画促進

決算額（千円） 内　　容

3
各種審議会に
おける女性の
参画促進

審議会などへ積極的に女性を登用するよう，関係課，関係機関など
へ積極的に働きかけます。また，女性のいない審議会などの解消に
努めます。
●各種審議会における女性の参画促進

職員課 -
行政管理システムの名簿管理を使用し，「審議会等の運営，設
置又は整理に関する基準」を基に，兼職数について委嘱する際
に確認し，特定の人間に限定することのないように指導した。

4
各種審議会に
おける女性の
参画促進

審議会などへ積極的に女性を登用するよう，関係課，関係機関など
へ積極的に働きかけます。また，女性のいない審議会などの解消に
努めます。
●各種審議会における女性の参画促進

人権推進課 - 各関係機関の状況調査実施

施策（２）教育・学習の促進

①人権教育・啓発の推進

決算額（千円） 内　　容

5
家庭における
人権教育・啓発
の推進

家庭における人権教育が推進されるよう，家庭教育に関する情報提
供を行います。
●人権啓発冊子などの配布・啓発ビデオの貸出

生涯学習課 -
まちづくり出前講座の人権分野のメニュー項目として推進す
る。

6
家庭における
人権教育・啓発
の推進

家庭における人権教育が推進されるよう，家庭教育に関する情報提
供を行います。
●人権啓発冊子などの配布・啓発ビデオの貸出

人権推進課 65
・人権啓発冊子の配布，啓発ＤＶＤ等の貸出し
・人権啓発ＤＶＤ等教材購入
・人権擁護委員街宣啓発　2回

7
地域における
人権教育・啓発
の推進

各町内会，各事業所などが行う学習会や研修会へ人権啓発指導員
を派遣し，住民一人ひとりの人権尊重の意識を高めるための啓発活
動を行います。
●地域への人権啓発指導員の派遣
●人権啓発冊子などの配布・啓発ビデオの貸出

人権推進課 -
・各町内会，事業所等へ人権啓発指導員の派遣
・DVD等貸出

8
地域における
人権教育・啓発
の推進

地域において人権に関する教育，啓発に取り組むことができるよう社
会教育団体の活動やボランティア活動への支援を行います。

生涯学習課 -

9
地域における
人権教育・啓発
の推進

地域において人権に関する教育，啓発に取り組むことができるよう社
会教育団体の活動やボランティア活動への支援を行います。

人権推進課 710

・憲法を学ぶ市民の集い
　5/2「国際人権法と日本社会」
　　　　広島大学大学院　教授　中坂恵美子さん
・人権週間人権講演会
　12/4　「100人の村　あなたもここに生きています」
　　　　作家　池田　香代子さん
・人権講演会
 　　（三原・本郷・大和人権文化ｾﾝﾀｰ）　12講座

内　　容

担当課

H28年度実績

担当課

H28年度実績

H28年度実績

担当課

人権推進課 105

審議会などの委員をはじめ，政策・方針決定の場に参画できる女性
の人材を育成するため，｢女性リーダー育成塾（仮称）｣の開催など学
習機会の充実を図ります。
また，審議会など，政策・方針決定の場に参画できる女性委員候補
者のリストに，育成塾受講者を登録し，活用促進を図ります。
さらに，女性リーダー育成塾受講者が中心となり，まちづくりの様々
な分野において，男女共同参画の考え方に基づいた意識啓発や活
動を推進するためのコーディネートを行います。
●女性リーダー育成塾（仮称）の開催
●女性委員候補者リストの作成

事業NO.

NO. 事業 内　　容

1
女性リーダーの
育成

NO. 事業 内　　容
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決算額（千円） 内　　容

内　　容

H28年度実績

担当課事業NO.

10
学校等におけ
る人権教育・啓
発の推進

学校，幼稚園，保育所などにおいては，あらゆる教育活動を通じて人
権教育を行います。
●人権意識を高めるための，体験・参加型学習の導入

学校教育課 2,710

学校の教育活動の中で，自他の違いを認め，他者を大切にす
る指導を行った。小学校においては，宿泊体験学習等を通し
て，仲間と協力して生活することを通して，人権感覚を養う取組
を行い，中学校においては，ピアサポート等の取組みを推進す
るなどして他者を大切にする指導等を行った。

11
学校等におけ
る人権教育・啓
発の推進

学校，幼稚園，保育所などにおいては，あらゆる教育活動を通じて人
権教育を行います。
●人権意識を高めるための，体験・参加型学習の導入

子育て支援課 -

人との関わりの中で，人に対する愛情と信頼感，そして人権を
大切にする心を育てるとともに，自主，自立及び協調の態度を
養い，道徳性の芽生えを培った。

12
学校等におけ
る人権教育・啓
発の推進

学校，幼稚園，保育所などにおいては，あらゆる教育活動を通じて人
権教育を行います。
●人権意識を高めるための，体験・参加型学習の導入

人権推進課 123

・人権啓発冊子の配布，アニメ上映会の開催
・アニメ出前講座　　　10件
・人権の花運動　　　 　3小学校
・人権書道展　　　　　  4会場

②学校教育における男女共同参画に関する教育の推進

決算額（千円） 内　　容

13
男女平等を推
進する教育・学
習の充実

乳幼児時期から子どもの発達段階に応じ，男女平等の意識を育てる
教育を行います。
学校教育においては，新学習指導要領の内容に即した年間指導計
画を作成し実施します。
また，保育士や教員に対して，男女平等意識を育成するための研修
を実施し，資質の向上に努めます。

子育て支援課 -
男女共同参画社会の推進とともに，子どもも，職員も，保護者
も，一人一人の可能性を伸ばし，自己実現を図っていくことを目
標に，保育を実施し，研修を行った。

14
男女平等を推
進する教育・学
習の充実

乳幼児時期から子どもの発達段階に応じ，男女平等の意識を育てる
教育を行います。
学校教育においては，新学習指導要領の内容に即した年間指導計
画を作成し実施します。
また，保育士や教員に対して，男女平等意識を育成するための研修
を実施し，資質の向上に努めます。

学校教育課 50

各幼稚園，小中学校において年間指導計画を策定し，幼稚園
教育要領及び学習指導要領に則り指導した。また，幼稚園教
諭，保育士を対象に，経験年数に応じたｷｬﾘｱ別研修を実施し
た。

15
多様な選択を
可能にする教
育の充実

子どもたちが将来の進路や仕事，家庭生活などについて，性別にとら
われず多様な選択ができるよう，指導の充実を図ります。
また，小中連携による指導計画の作成を推進します。

学校教育課 -

市内各学校において，ｷｬﾘｱ教育を進め子どもたちが将来の進
路や仕事，家庭生活について，性別にとらわれず多様な選択
が出来るよう指導し，また，社会科，家庭科，保健体育，道徳，
総合的な学習の時間等の授業を通して，基本的人権の大切さ
や，男女が協力して生活することの大切さを指導した。

16
教材や指導資
料等の調査・研
究

教材や指導資料，教育内容について男女共同参画の視点で調査・研
究を行うと共に，新学習指導要領の内容に即した年間指導計画を作
成し実施します。

学校教育課 -
道徳の授業で使用するために作成した自主教材を市内各校で
共有した。また，年間指導計画を作成し，計画的に指導した。

③教育・学習機会の充実

決算額（千円） 内　　容

17
多様な学習機
会の提供

中央公民館をはじめとする社会教育施設が連携し，各種の生涯学習
の機会を積極的に提供します。

生涯学習課 9,143

中央公民館などの主催教室の開催，市民講座の開催，文化
ホールでの講演会開催。

18
学習活動への
参加の推進

職業をもつ男女，育児中の女性など誰もが参加しやすいように，託児
の充実や時間帯や場所の工夫に努めます。

生涯学習課 -

19
学習活動への
参加の推進

職業をもつ男女，育児中の女性など誰もが参加しやすいように，託児
の充実や時間帯や場所の工夫に努めます。

人権推進課 -
いきいきセミナーや講演会の開催は，過去のアンケート調査の
結果から参加しやすい土日の昼間に開催した。

20
男女の家事・
育児・介護能力
の育成

関連する各種講座などの中で，男女の家事・育児・介護能力の向上
を図るためのプログラムを組み入れます。

保健福祉課 45 

食生活改善講習会の中で，男性の食育推進・家事能力の向上
を図るためのプログラムを組み入れ，男性の料理教室を実施。
男性の料理教室　4支部で実施　19回250人

21
男女の家事・
育児・介護能力
の育成

関連する各種講座などの中で，男女の家事・育児・介護能力の向上
を図るためのプログラムを組み入れます。

生涯学習課 -

22
男女の家事・
育児・介護能力
の育成

関連する各種講座などの中で，男女の家事・育児・介護能力の向上
を図るためのプログラムを組み入れます。

人権推進課 -
人材育成セミナーで，男女共同参画概論，地域防災，地域の
魅力発見，のテーマで講座を実施

23
世代別教育
プログラムの
整備・充実

子育てや家事の分担，介護など，男女共同参画を考える生活課題
は，世代によって異なっており，また，男女平等などに関する意識や
価値観も世代間で異なることから，多様な世代に適した教育プログラ
ムを整備・充実させ，関係団体などにおける利用促進を図ります。

生涯学習課 -

24
世代別教育
プログラムの
整備・充実

子育てや家事の分担，介護など，男女共同参画を考える生活課題
は，世代によって異なっており，また，男女平等などに関する意識や
価値観も世代間で異なることから，多様な世代に適した教育プログラ
ムを整備・充実させ，関係団体などにおける利用促進を図ります。

人権推進課 - 多彩な講演会やセミナーを開催

担当課

H28年度実績

担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容

NO. 事業 内　　容
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●基本目標２　男女共同参画を実現するための環境づくり

施策（１）広報・啓発の充実

①広報・啓発活動の充実

決算額（千円） 内　　容

25
情報誌
「with YOU」の
発行

男女共同参画社会の実現を目指す情報誌を発行します。より多くの人
の目に留まるようPRに努めます。

人権推進課 854 年2回（10月と3月）発行　　＠44,000部

26
あらゆる機会に
おける広報・啓
発活動の充実

広報紙，市のホームページ，その他各種情報誌，啓発紙などあらゆる
機会，媒体を活用して「三原市男女共同参画プラン」について広報・啓
発を推進し，「男女共同参画社会」の理念や内容の普及・啓発に努め
ます。

人権推進課 -
・市のホームページに掲載
・出前講座による広報，啓発
・情報誌「with YOU」の発行

27
あらゆる機会に
おける広報・啓
発活動の充実

広報紙，市のホームページで「三原市男女共同参画プラン」の広報・
啓発をし，広報人権啓発シリーズのコーナーで，内容の普及・啓発を
します。

総務広報課 -
広報誌などで，講演会などの告知のほか，人権ひろばにおい
て，啓発記事の掲載を行った。

28
あらゆる機会に
おける広報・啓
発活動の充実

協働の担い手となる団体などの活動情報，まちづくりや協働事業の情
報などを集約し共有できる市民協働ホームページを活用し，効果的な
広報活動を行います。
●市民協働ホームページの充実

地域調整課 864
市民協働についての総合的な情報提供・情報鋼管場となるイ
ンターネット上の情報サイト「つなごうねっと」の管理・運営を
行った。

②情報の収集・発信の充実

決算額（千円） 内　　容

29
情報の
収集・提供と
市民意識の把握

男女共同参画に関する各種情報の収集・提供，定期的な調査実施な
どによる市民意識の把握を行います。

人権推進課 - ・広島県男女共同参画財団からの情報を市内施設等で提供

施策（２）職場における男女共同参画の推進

①育児・介護休業制度等の普及・啓発

決算額（千円） 内　　容

30

育児・介護休業
制度の普及およ
び取得に向けた
意識啓発

事業所における育児・介護休業制度の一層の普及を促進するため，
企業訪問や西部工業団地協議会などを通じて事業所への啓発に努め
ます。市民に対しても，各種講座や研修会などの学習機会や，広報
紙，市のホームページ，その他各種情報誌，啓発紙などあらゆる機会
や手段を活用し，育児・介護休業取得に向けた意識啓発を行います。

商工振興課 -
関係機関との連携により，制度の普及啓発
チラシ・ポスター等の配布・掲示

31
子ども看護・休
暇制度の啓発

子どもの看護のための休暇制度について，企業訪問や西部工業団地
協議会などを通じて事業所への啓発に努めます。

商工振興課 -
関係機関との連携により，制度の普及啓発
チラシ・ポスター等の配布・掲示

32
育児支援等
各種の情報提供

育児休業取得者，育児を行う就業者に対する育児支援などの，国・県
の関係諸施策や各種制度の広報・情報提供に努め，関係団体と連携
して啓発に努めます。
また，企業訪問や西部工業団地協議会などを通じて事業所への啓発
に努めます。

商工振興課 -
関係機関との連携により，制度の普及啓発
チラシ・ポスター等の配布・掲示

33
女性就労者健康
管理啓発事業

妊娠中，出産後の女性労働者の健康管理，母性保護を図るため，企
業訪問や西部工業団地協議会などを通じて事業所への啓発に努めま
す。

商工振興課 -
関係機関との連携により，制度の普及啓発
チラシ・ポスター等の配布・掲示

②男女のチャレンジ支援

決算額（千円） 内　　容

34 再就職への支援
ハローワークと連携し，職業紹介，就労情報の提供に努めます。ま
た，再就職に役立つ知識や技術を身につける機会の提供に努めま
す。

商工振興課 3,081

【就職ガイダンスの開催（8月，3月）】
8月：参加事業所40社，参加者43名
3月：参加事業所36社，参加者48名
【都市圏からの呼び戻し事業】
・採用担当者向け説明会（1月開催）　参加事業所22社

35
職業能力開発の
ための支援

男女の職業能力を高めるための学習機会の充実を図ります。また，
職業訓練施設や資格取得のための講座について情報提供をします。

商工振興課 255

三原市ゆめきゃりあセンターは，H28年度から議会の代替施
設となるため運用休止。
職業訓練施設（パソコン室）は総合保健福祉センターで運営。
施設利用者数：1,346人

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績
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決算額（千円） 内　　容

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

36
起業家育成のた
めの情報提供

起業を目指す男女に対して，情報提供や経営能力向上のための講
座，相談会などを開催します。

商工振興課 5,972

三原市創業支援事業計画に基づき事業実施。
三原市起業化促進連携協議会における産学官金の連携。
創業支援拠点・相談窓口の設置（コーディネーターを配置）
各種支援事業の実施（セミナー・講座等）

③農林漁業，商工業など自営業における男女共同参画の推進

決算額（千円） 内　　容

37
女性の地位確立
と経営責任の分
担

男女が対等なパートナーとして，互いに協力して経営と生活両分野に
参画できるよう啓発と普及に努めます。
●家族経営協定の締結

農林水産課 －
家族の話し合いを基に，就業条件，経営管理，世代交代及び
生活面のルールについて，取り決めた協定書を作成すること
により，女性農業者の経済的地位の向上を促進する。

38
女性の地位確立
と経営責任の分
担

男女が対等なパートナーとして，互いに協力して経営と生活両分野に
参画できるよう啓発と普及に努めます。
●家族経営協定の締結

農業委員会 － なし

39
女性の経済的な
自立の促進

加工品の製造や販売など経営の多角化を進め，女性の生産技術の
向上や販路拡大を支援します。
●女性の参画による｢６次産業化｣など経営の多角化の促進

農林水産課 - 加工品の製造，販売により女性の経済的な自立を促進した。

40
経営能力向上の
ための支援

女性の経営や事業への参画を促進するため，経営に関するセミナー
の開催や情報提供を行います。
●起業家支援セミナーの開催

商工振興課 -
関係機関との連携により，制度・事業の普及啓発
チラシ・ポスター等の配布・掲示

④相談や苦情への対応

決算額（千円） 内　　容

41
労働に関する
相談や苦情への
対応

パートタイム労働や女性労働者，外国人労働者を含め，職場における
労働条件や労働環境などに関する相談窓口の周知を図ります。また，
関係機関との連携を強化し，女性が働く上での悩みや心配事を相談
できるしくみをつくり，相談機能の充実に努めます。さらに，労働条件
や労働環境などに関する差別的取扱いや男女共同参画を阻害する要
因を含んだ相談，苦情などに対して，関係機関と連携して事業者への
指導を行うなど，適切な対応に努めます。
●市広報による啓発・市民学習会の開催による啓発

商工振興課 -
関係機関との連携により，制度の普及啓発
チラシ・ポスター等の配布・掲示

42
労働に関する
相談や苦情への
対応

パートタイム労働や女性労働者，外国人労働者を含め，職場における
労働条件や労働環境などに関する相談窓口の周知を図ります。また，
関係機関との連携を強化し，女性が働く上での悩みや心配事を相談
できるしくみをつくり，相談機能の充実に努めます。さらに，労働条件
や労働環境などに関する差別的取扱いや男女共同参画を阻害する要
因を含んだ相談，苦情などに対して，関係機関と連携して事業者への
指導を行うなど，適切な対応に努めます。
●市広報による啓発・市民学習会の開催による啓発

人権推進課 67
・市広報により啓発
・三原市取引業者等人権問題研修会の開催
「障がい者の人権問題と企業」　２７０名参加

43
企業における人
権教育・啓発の
推進

企業内研修への講師派遣や研修材料としての啓発リーフレットの作
成・配布，取引業者など人権問題研修会への参加要請，三原市人権
推進企業関係者協議会への入会要請などを行います。
●企業内研修への講師派遣や研修材料の提供

商工振興課 -
関係機関との連携により，制度の普及啓発
チラシ・ポスター等の配布・掲示

44
企業における
人権教育・啓発
の推進

企業内研修への講師派遣や研修材料としての啓発リーフレットの作
成・配布，取引業者など人権問題研修会への参加要請，三原市人権
推進企業関係者協議会への入会要請などを行います。
●企業内研修への講師派遣や研修材料の提供

人権推進課 112
・企業内研修へ人権啓発指導員を派遣
・啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成　　500部
・DVD貸出

施策（３）家庭における男女共同参画の推進

①男性の家事・育児・介護等への参画促進

決算額（千円） 内　　容

45
男性の
家事・育児・介護
等への参画促進

男性を対象とした家事，育児，介護などの講座を充実させ，事業所や
地域での実施を促進することで，男性の技能向上に努めます。特に，
男性を対象とした介護講座を開催し，介護に直面する男性を支援しま
す。
●男性料理教室の開催
●ドキドキ子育て講座の開催
●パパ応援プログラム
●男性向け介護教室の開催
●家族介護者交流事業の実施

保健福祉課  45

三原市食生活改善推進員を育成し，地域等での男性の料理
教室開催を支援。
食生活改善推進員　162人
男性の料理教室　4支部で実施
【再掲No20】　19回250人

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績
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決算額（千円） 内　　容

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

46
男性の
家事・育児・介護
等への参画促進

男性を対象とした家事，育児，介護などの講座を充実させ，事業所や
地域での実施を促進することで，男性の技能向上に努めます。特に，
男性を対象とした介護講座を開催し，介護に直面する男性を支援しま
す。
●男性料理教室の開催
●ドキドキ子育て講座の開催
●パパ応援プログラム
●男性向け介護教室の開催
●家族介護者交流事業の実施

生涯学習課 - 事業終了

47
男性の
家事・育児・介護
等への参画促進

男性を対象とした家事，育児，介護などの講座を充実させ，事業所や
地域での実施を促進することで，男性の技能向上に努めます。特に，
男性を対象とした介護講座を開催し，介護に直面する男性を支援しま
す。
●男性料理教室の開催
●ドキドキ子育て講座の開催
●パパ応援プログラム
●男性向け介護教室の開催
●家族介護者交流事業の実施

子育て支援課 61
父親対象の育児応援事業を実施

41

男性料理教室
・補助金により，三原市食生活改善推進員連絡協議会が実
施。6回103人
・社協事業12回（毎月1回）132人

717
家族介護交流事業
  　6回開催

49
男性の
家事・育児・介護
等への参画促進

男性を対象とした家事，育児，介護などの講座を充実させ，事業所や
地域での実施を促進することで，男性の技能向上に努めます。特に，
男性を対象とした介護講座を開催し，介護に直面する男性を支援しま
す。
●男性料理教室の開催
●ドキドキ子育て講座の開催
●パパ応援プログラム
●男性向け介護教室の開催
●家族介護者交流事業の実施

人権推進課 - 人権文化センターにて、男性料理教室を開催

50
育児・介護休業
制度の定着

関係機関との連携の下，事業所に対して，長時間労働の抑制や年次
有給休暇の取得促進，育児・介護休業制度の普及・啓発を推進しま
す。

商工振興課 -
関係機関との連携により，制度の普及啓発
チラシ・ポスター等の配布・掲示

51
育児・介護休業
制度の定着

関係機関との連携の下，事業所に対して，長時間労働の抑制や年次
有給休暇の取得促進，育児・介護休業制度の普及・啓発を推進しま
す。

人権推進課 － 関係部署と連携及び情報の共有

②保育サービスの充実（仕事との両立支援）

決算額（千円） 内　　容

52
通常保育事業
(認可保育所）

保護者が仕事や病気などで子どもを保育することができない場合に，
保育所において保育を実施します。
●通常保育事業の実施（待機児童ゼロの継続）

子育て支援課 1,721,570

通常保育実施のべ児童数（H29.3.1現在）
公立保育所等：844人
私立保育所：1,071人
合計：1,915人

53 延長保育事業
開所時間を超える保育の実施について継続するとともに，箇所数の増
加については需要の動向を見極めながら検討します。
●延長保育事業の実施

子育て支援課 13,862
公立保育所等4か所,私立保育所等12か所で実施
のべ利用人数：16,297人

54 一時預かり事業
保護者の冠婚葬祭，傷病などの緊急時に一時的に行う保育事業の充
実を図ります。登録をしていない児童についても受け入れできるよう取
り組みます。

子育て支援課 18,446
公立保育所等3か所,私立保育所等6か所で実施
のべ利用人数：8,428人

55 夜間保育事業
午後８時以降の保育の実施について，需要の動向を見極めながら実
施に努めます。

子育て支援課 - 事業なし

56 休日保育事業
日曜，祝祭日の保育について，需要の動向を見極めながら，充実に努
めます。
●休日保育事業の実施

子育て支援課 3,421
私立保育所1か所の実施
のべ利用人数：225人

57
病児・病後児
保育事業

児童などが病気の回復期であり，集団保育の困難な期間，児童を保
育所，病院などの専用スペースにおいて，一時的に預かります。ま
た，病児保育の実施について検討します。
●病児・病後児保育事業の実施

子育て支援課 23,890

病児対応型：公立保育所1か所で実施
のべ利用人数：125人
病後児対応型：私立保育所1か所で実施
のべ利用人数：127人
体調不良児対応型：私立保育所2か所で実施
のべ利用人数：523人

58 家庭的保育事業
一定の基準により保育ママとして認定した保育者（家庭的保育者）の
居宅において，少人数の３歳未満児を保育します。

子育て支援課 - 事業なし

59
短期預かり
支援事業

家庭の保護者が疾病などの理由により，家庭での児童の養育が困難
になった場合，児童養護施設などで一時的に養育します。

子育て支援課 - 事業なし

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

48
男性の

家事・育児・介護
等への参画促進

男性を対象とした家事，育児，介護などの講座を充実させ，事業所や
地域での実施を促進することで，男性の技能向上に努めます。特に，
男性を対象とした介護講座を開催し，介護に直面する男性を支援しま
す。
●男性料理教室の開催
●ドキドキ子育て講座の開催
●パパ応援プログラム
●男性向け介護教室の開催
●家族介護者交流事業の実施

高齢者福祉課
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決算額（千円） 内　　容

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

60
受け入れ児童の
拡充

市立幼稚園の受け入れ児童の拡充を図るため，３歳児及び満３歳児
の受け入れについて検討します。

教育振興課 － 検討

61 一時預かり事業
希望する園児を対象に，幼稚園で預かり保育の導入について取り組
みます。
●一時預かり保育事業の実施

教育振興課 － 私立幼稚園で実施

③ひとり親家庭の自立支援

決算額（千円） 内　　容

62
ひとり親家庭の
自立支援

ひとり親家庭の経済的負担を軽減し，親子ともに安定した生活を送れ
るよう自立支援を図ります。また，対象者が適切に支援を受けることが
できるよう，普及啓発に継続して取り組みます。
●ひとり親家庭等医療費給付事業の実施
●児童扶養手当支給事業の実施
●母子家庭自立支援給付事業（教育訓練給付，高等技能訓練促進
費）の実施
●母子自立支援相談の実施

子育て支援課 465,189

●ひとり親家庭等医療費給付事業の実施
　　34,016千円
●児童扶養手当支給事業の実施
　　349,670千円
●母子家庭自立支援給付事業
　（教育訓練給付，高等技能訓練促進費）の実施
　　　16,388千円
●母子自立支援相談の実施
　1,568千円

施策（４）男女間の暴力の根絶に向けた取組みの推進

①相談体制の充実

決算額（千円） 内　　容

63 女性相談事業

様々な問題を抱えた女性が相談しやすい相談体制の充実を図りま
す。
●女性相談員の設置
●相談しやすい体制

社会福祉課 1,617

月～金曜日の9時30分から16時まで女性相談室を開設し，婦
人相談員1名を配置した。相談室は個室を設け，相談者が相
談しやすい環境に配慮した。また，電話による相談も受け付
けた。

64
関係機関との
連携強化

県関係機関や警察などと連携し，配偶者への暴力（DV)の防止に努
め，相談体制を整備，充実します。

社会福祉課 153
県実施の担当者会議や協議会に出席するなど，県との連携
を深め，さらに警察とも連携して加害者からの被害防止に努
める。

②ＤＶの防止と被害者保護の推進

決算額（千円） 内　　容

65
あらゆる人に対
する暴力の防止

人権に関する意識啓発を図り，あらゆる人に対する暴力を容認しない
社会環境をつくるための啓発を推進します。
●市広報紙による啓発や市民学習会などによる啓発
●あらゆる人に対する暴力防止の啓発

人権推進課 -
・市広報に人権相談・子どもの人権相談・女性の人権相談の
問い合わせ先を掲載

66 ＤＶの防止
講座の開催やパンフレットの作成配布など，DVについての認識を深
め，DV防止に向けた啓発に努めます。

社会福祉課 -
パンフレット，チラシ等を利用し，ＤＶ及びＤＶ相談場所等の周
知啓発に努めた。

67 ＤＶの防止
講座の開催やパンフレットの作成配布など，DVについての認識を深
め，DV防止に向けた啓発に努めます。

人権推進課 -
・市広報に人権相談・子どもの人権相談・女性の人権相談の
問い合わせ先を掲載

68
被害者保護の
推進

相談体制の充実を図るとともに，関係機関とのネットワークを確立し，
被害者保護と自立を支援する取組みを強化します。

社会福祉課 6
様々な問題に対応するため，関係機関と連携し，被害者が安
心して生活できるような情報提供及び危険性が高い被害者の
保護に努めた。

69
被害者保護の
推進

相談体制の充実を図るとともに，関係機関とのネットワークを確立し，
被害者保護と自立を支援する取組みを強化します。

人権推進課 9,635 ・人権相談員による相談事業を実施

③セクシュアル・ハラスメント等の防止

決算額（千円） 内　　容

70
セクシュアル・ハ
ラスメント等の防
止に関する啓発

セミナーの開催などにより，事業者や男女労働者に対する啓発や情
報提供を行います。

人権推進課 － 関係部署と連携及び情報の共有

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H26年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績
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決算額（千円） 内　　容

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

71
ストーカー行為
防止対策

広報紙による啓発や，警察広報への協力などにより，つきまとい，待
ち伏せなどのストーカー行為に対する自己防衛策，相談窓口などの周
知に努めます。

生活環境
課

-
広報みはら「くらしの無料相談窓口」において，毎月「女性の
人権相談」を紹介。また，隔月に人権ひろばのコーナーでさま
ざまな人権課題を取り上げ，啓発を実施。（人権推進課）

施策（５）地域における男女共同参画の推進

①コミュニティ活動の活性化

決算額（千円） 内　　容

72
地域社会での男
女共同参画意識
の啓発

自治会，PTA活動，老人会など各種の地域活動において，性別にとら
われない参加，役割分担を促進し，意思方針決定の場においても女
性が主体的に関わることなどを啓発します。
●地域別ミニ集会の開催

人権推進課 －
地域別ミニ集会（出前講座）を開催し，各地域に出向き男女
共同参画に関する啓発を行った。

73 住民協働の推進

市民活動団体や住民組織の新しい発想や柔軟性，専門性などを十分
に活かした提案を募集し，提案団体と市が対等な立場で相互の責任
と役割分担の下に協働して取り組む｢市民提案型協働事業｣を推進し
ます。

地域調整課 2,189

市民活動団体や住民組織と市が，対等な立場で相互の責任
と役割分担のもとに協働して取り組むことで相乗効果を発揮
し，地域課題の解決や魅力あるまちづくりを創造した。
平成28年度事業実施８団体

74

地域における
政策・方針決定
過程への女性の
参画

町内会・自治会，地域活動組織などに対し，政策・方針決定の場へ女
性の参画を促進するよう働きかけます。
●地域別ミニ集会の開催

人権推進課 －
地域別ミニ集会（出前講座）を開催し，各地域に出向き男女
共同参画に関する啓発を行った。

75
コミュニティ施設
の整備・充実

公民館やコミュニティセンターなどの整備・充実を図り，より利用しやす
いコミュニティ活動の場の提供に努めます。また，住民による自主的な
管理・運営体制の整備を図ります。

生涯学習課 81,612
久井公民館の移転整備，中央公民館，各コミュニティセン
ター，公民館，地域拠点施設（本郷・久井・大和），地域学習
センターの修繕を実施し，学習環境の充実を図った。

②地域，防災，環境その他の分野における参画促進

決算額（千円） 内　　容

76
自主防災組織の
育成

自治会単位での自主防災組織の育成に努めます。また，自主防災組
織における女性役員の育成を図り，地域防災における女性の参画促
進を図ります。

危機管理課 3,906
自主防災組織の育成支援のため地域防災リーダー養成講座
を行い，男女合わせて50名（うち女性6名）が修了した。

77
女性消防団員の
確保

女性団員を採用し，地域における防火・防災活動を行います。 警防課 259

女性消防団員が町内会，事業所及びイベント等の救急講習
で救命講習等を27回実施した。
火災予防運動期間中に防火訪問，街頭広報等を５回実施し
た。
各種イベントにおいて団員募集活動を３回実施した。

78
コミュニティ活動
等の情報や参画
機会の提供

男女がともにコミュニティ活動に参加できるよう，地域づくり，ボランティ
ア活動，防災活動，環境保全活動など多様な地域活動の情報や参画
機会を提供するとともに，学習機会を充実します。
●地域づくりやボランティア活動などに関する学習機会の充実

地域調整課 4,614

市民が行う，保健福祉・教育・環境・防犯防災・子育て等のボ
ランティア活動や市民活動の支援，活動の担い手の育成，市
民活動団体の立ち上げを支援し，活動を継続・活性化させる
ため，役割を担うボランティア・市民活動サポートセンターの
機能充実を図った。

79
コミュニティ活動
等の情報や参画
機会の提供

男女がともにコミュニティ活動に参加できるよう，地域づくり，ボランティ
ア活動，防災活動，環境保全活動など多様な地域活動の情報や参画
機会を提供するとともに，学習機会を充実します。
●地域づくりやボランティア活動などに関する学習機会の充実

生活環境
課

600 みはらし環境会議及び地域会議の活動支援

80
コミュニティ活動
等の情報や参画
機会の提供

男女がともにコミュニティ活動に参加できるよう，地域づくり，ボランティ
ア活動，防災活動，環境保全活動など多様な地域活動の情報や参画
機会を提供するとともに，学習機会を充実します。
●地域づくりやボランティア活動などに関する学習機会の充実

生活環境
課

－
各期の交通安全運動期間中に啓発キャンペーンを実施し，女
性会等男女がともに活動できるイベントを実施。

③女性団体のネットワークづくり

決算額（千円） 内　　容

81
女性団体の
ネットワークづく
りの推進

女性の人材情報を整備します。また，女性団体やグループの連携強
化を図ります。
●みはらウィメンズネットワークなど団体ネットワークづくりの推進

人権推進課 200

みはらウィメンズネットワークの理事会を６回開催，女性団体
の情報交換と連携強化を図る。
みはらウィメンズネットワークに男女共同参画推進事業とし
て，講演会の開催や，人材育成事業等を委託する。

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H２８年度実績
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●基本目標３　男女共同参画を支える社会づくり

施策（１）市民団体等との協働による男女共同参画の推進

①市民団体等との協働

決算額（千円） 内　　容

82
市民団体等と
の協働

女性リーダー育成塾受講者や女性団体が中心となり，まちづくりの
様々な分野において活動する市民団体が，男女共同参画の視点
をもって活動できるようにしていきます。

人権推進課 -
みはらウィメンズネットワークが，企画運営を担当し，
「いきいきセミナー」を３回実施した。

②出前講座の充実

決算額（千円） 内　　容

83
出前講座の周
知

各課が実施している出前講座について，情報提供を積極的に行
い，市民が利用しやすいようにしていきます。
●出前講座の開催

全　課 108
13分野78講座
全830回実施　参加者数　34,741人

84
講座内容の充
実

各講座内容については，男女共同参画の視点を取り入れたものと
なるよう，講座の内容を再検討します。

全　課 -

③男女共同参画に関する講座の開催

決算額（千円） 内　　容

85

老人大学，女
性団体等との
連携による講
座の開催

老人大学などの講座の中で，男女共同参画に関する講座の開催
に努めるほか，女性団体との連携による出前講座の開催を推進し
ます。

生涯学習課 -
老人大学教養講座として，男女共同参画講座を開催。
女性団体と連携し，男女共同参画をテーマとした出前講座を
実施。

86

老人大学，女
性団体等との
連携による講
座の開催

老人大学などの講座の中で，男女共同参画に関する講座の開催
に努めるほか，女性団体との連携による出前講座の開催を推進し
ます。

人権推進課 35

老人大学教養講座で男女共同参画講演会を開催。
5/23　「働く」「子育て」「介護」を男女のチカラで乗り切るコツ
(公財）広島県男女共同参画財団
　　　　常務理事兼事務局長　棚多　里美　さん

施策（２）生涯を通じた健康づくり支援

①健康教育・健康相談・健康診査等の充実

決算額（千円） 内　　容

87
健康教育 ・
健康相談

地域の要望や実情に合わせ，栄養や食生活に関する教室や相談
を実施します。
●食育推進事業（朝食を食べる人の割合）

保健福祉課 3,746

健康教育（センター・出前）140回3,611人
健康相談（センター・出前）442回1,899人
がんフォーラム１回440人
COPD予防イベント1回244人
食生活改善推進員養成講座6回（受講者実人員9人）
レシピ募集（高校生）103人
キッズチャレンジ教室6回77人
食育の日の普及啓発：オリジナル献立等資料とポケットティッ
シュ配布6回1,163人

88 健康診査

がん，生活習慣病の早期発見・早期治療を図るとともに，健康管理
に関する正しい知識の普及を行い，生活習慣の改善に結びつける
ことを目的に実施します。
●がん検診推進事業（乳がん検診の受診率）

保健福祉課 131,893
個別医療機関健康診査48医療機関
地域集団健康診査8会場25日間
休日健診開設（医師会病院　年10日）

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績
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②健康づくり支援

決算額（千円） 内　　容

89
壮年期からの
健康づくり

誰もがいきいきと高齢期を迎えられるよう，また，高齢期においても
健康を保ち，生きがいのある生活を送れるよう，壮年期から高齢期
にかけての健康づくりを推進します。

保健福祉課 1,238

健康づくり推進員研修講座4回（受講者実人員247人）
運動普及リーダー育成講座6回（受講者実人員27人）
市長と歩こう！健康ウオーキング大会１回242人
運動リーダーによる地域別ウオーキング大会8回944人
ラジオ体操の普及啓発63日1,915人
保健福祉まつり2日8,392人

90
心身の疲労に
対する健康づ
くり支援

過労や長時間労働による心身の疲労がたまりがちな人に対し，メ
ンタルヘルスの面からの健康づくりを支援します。
●精神保健福祉事業

保健福祉課 1,227

こころのなんでも相談　11回，相談・訪問指導延1764人，ソー
シャルクラブ42回延145人、家族のつどい5回34人，やさしい
精神保健福祉講座4回152人，こころネットみはらまつり1回
250人

91
エイズや性感
染症に関する
知識の普及

エイズや性感染症に関する正しい知識や相談・検査体制について
広報紙や情報誌などで普及・啓発を図ります。また，学校教育にお
ける保健体育科や家庭科において，新学習指導要領の内容に即
した年間指導計画を作成し，正しい知識の普及を行います。

保健福祉課 46
成人式においてチラシを配布。
広報誌において，相談や検査体制について周知を図る。

92
エイズや性感
染症に関する
知識の普及

エイズや性感染症に関する正しい知識や相談・検査体制について
広報紙や情報誌などで普及・啓発を図ります。また，学校教育にお
ける保健体育科や家庭科において，新学習指導要領の内容に即
した年間指導計画を作成し，正しい知識の普及を行います。

学校教育課 -
各学校において，年間指導計画を策定し，保健体育や家庭
科において，感染症等に関する正しい知識を身に付けるよう
指導した。

③安心・安全に妊娠・出産できる環境整備

決算額（千円） 内　　容

93
安心・安全に
妊娠・出産で
きる環境整備

夫婦で共に協力しあいながら妊娠中を順調に過ごし，安心して出
産に臨めるよう，妊娠・出産に関する正しい知識の普及・啓発を行
います。喫煙についての知識の普及を図るとともに，妊娠・授乳期
にかけての家族の禁煙と周囲の人への分煙などを啓発，推進しま
す。不妊治療にかかる県の費用助成制度の広報に努めます。
●妊婦健診公費助成事業
●お父さん手帳の配布
●マタニティスクール

保健福祉課 51,905

妊婦一般健康診査629人，子宮頸がん613人，クラミジア検査
628人，妊婦一般健康診査補助延7437人，マタニティスクー
ル4回35人

お父さん手帳の配付中止

不妊治療広報実施

94
安心・安全に
妊娠・出産で
きる環境整備

夫婦で共に協力しあいながら妊娠中を順調に過ごし，安心して出
産に臨めるよう，妊娠・出産に関する正しい知識の普及・啓発を行
います。喫煙についての知識の普及を図るとともに，妊娠・授乳期
にかけての家族の禁煙と周囲の人への分煙などを啓発，推進しま
す。不妊治療にかかる県の費用助成制度の広報に努めます。
●妊婦健診公費助成事業
●お父さん手帳の配布
●マタニティスクール

子育て支援課 118 お父さん手帳の配付　600部

95
母子保健推進
員活動の充実

訪問などを通して，地域での育児・子育て支援を行います。 保健福祉課 624 妊婦訪問延56人，産婦延1066人，乳幼児延べ1463人

④地域医療の充実

決算額（千円） 内　　容

96
地域医療の
充実

かかりつけ医から地域の中核的病院までの医療機関が相互に有
機的に連携した地域医療サービス提供システムの整備を図りま
す。

保健福祉課 70,488

在宅当番医制事業運営委託料　4,661千円
救急医療情報システム運営費負担金　632千円
病院群輪番制病院運営費補助　31,045千円
休日・夜間急患センター運営費補助　34,150千円

⑤生涯スポーツの推進

決算額（千円） 内　　容

97
生涯スポーツ
の推進

市民の誰もが健やかな生活を送ることができるよう，スポーツ施設
の整備・充実を図り，生涯にわたって気軽にスポーツにふれ親しむ
ことができる機会の確保と生涯スポーツの推進を図ります。
●各種スポーツ教室運営事業の実施

スポーツ振興課 16,627
各スポーツ教室の開催
　９種目　４６教室
　受講者　1,233人

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

Ｈ28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

10 



施策（３）高齢者等が安心して暮らせる環境づくり

①高齢者等の社会参加の促進

決算額（千円） 内　　容

98
生涯学習活動
の推進

老人大学，コミュニティセンター，公民館などにおいて，社会の変化
やニーズに対応した多様な学習機会の提供に努めます。また，地
域間，施設間の連携を密にし，高齢者の日常生活圏域における学
習事業の体制整備に努めます。

高齢者福祉課 -
高齢者相談センター（地域包括支援センター）と連携しなが
ら，市域の老人クラブや町内会等に認知症や介護予防に係
る学習機会を提供した。374件

99
生涯学習活動
の推進

老人大学，コミュニティセンター，公民館などにおいて，社会の変化
やニーズに対応した多様な学習機会の提供に努めます。また，地
域間，施設間の連携を密にし，高齢者の日常生活圏域における学
習事業の体制整備に努めます。

保健福祉課  2,093 出前講座115回2,295人

100
生涯学習活動
の推進

老人大学，コミュニティセンター，公民館などにおいて，社会の変化
やニーズに対応した多様な学習機会の提供に努めます。また，地
域間，施設間の連携を密にし，高齢者の日常生活圏域における学
習事業の体制整備に努めます。

生涯学習課 7,730
老人大学運営委託
　大学47コース　大学院19コース

101
老人クラブ活
動の支援

老人クラブ活動について普及・啓発を推進するとともに，住民自治
組織と連携強化を促進します。

高齢者福祉課 7,801
老人クラブ連合会活動補助と老人クラブ連合会への委託事
業である「高齢者健康づくり事業」を実施

102
シルバー人材
センター事業
の支援

三原市シルバー人材センターにおける会員確保，就業機会の開
拓・提供，研修会の開催，情報の収集・提供などを促進します。

商工振興課 9,888 三原市シルバー人材センター運営費補助金の交付

②介護予防等の推進

決算額（千円） 内　　容

103
介護予防事業
の実施

将来要介護状態になる危険性の高い高齢者に対し，各種介護予
防事業を実施し，要介護状態になることの予防を図ります。
●要介護認定率

高齢者福祉課 27,826 一次予防・二次予防事業を実施

104
包括的支援事
業の実施

高齢者相談センター（地域包括支援センター）において，介護予防
のケアマネジメント，総合相談，権利擁護事業などを実施し高齢者
を支援します。

高齢者福祉課 136,928
市内５か所の高齢者相談センター（地域包括支援センター）
において，ケアマネジメント，総合相談，権利擁護事業などを
実施

105
認知症対策事
業の実施

認知症理解の普及啓発，認知症予防，早期相談体制の充実，見
守り支援などに取り組み，三原市認知症ケアシステムを推進しま
す。
●認知症サポーターの登録

高齢者福祉課 243
認知症講演会，認知症予防教室，認知症サポーター養成等
を実施

③地域生活の支援

決算額（千円） 内　　容

106
在宅生活の
支援

介護や支援が必要な状態になっても，高齢者が住み慣れた地域で
暮らし続けられるような地域生活支援体制を構築します。
●家族介護継続支援事業の実施
●在宅福祉サービスの実施

高齢者福祉課 29,049

任意事業の実施　　(家族介護支援事業，成年後見制度利用
支援事業，家族介護継続支援事業，住宅改修地域利用促進
事業，シルバーハウジング生活援助派遣事業，ふれあい安
心電話設置事業，寝具乾燥消毒サービス事業，外出支援
サービス事業介護予防住宅改修事業等)

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績
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施策（４）子どもがのびのび育つ環境づくり

①地域における子育て支援の充実

決算額（千円） 内　　容

107
地域子育て支
援センターの
設置

保育所などに地域子育て支援センターを設置し，子育て中の親子
の交流や子育てサークルへの支援などを総合的に行います。

子育て支援課 76,597
公立保育所等4か所，私立保育所7か所で実施
のべ利用人数:43,802人

108
つどいの広場
の設置

主に乳幼児をもつ子育て中の親子の交流，つどいの場を提供する
「つどいの広場」の設置をします。
●つどいの広場の設置

子育て支援課 - -

109
放課後の
子どもの
健全育成

放課後子どもプランに基づき，放課後児童クラブと放課後子ども教
室との連携を図りながら，放課後の子どもの健全育成を推進しま
す。放課後子ども教室については，未設置校区について，地域の
状況を見ながら，設置に向けて検討を行います。
●放課後児童クラブの設置

子育て支援課 162,655
放課後児童クラブの運営
27箇所

110
放課後の
子どもの
健全育成

放課後子どもプランに基づき，放課後児童クラブと放課後子ども教
室との連携を図りながら，放課後の子どもの健全育成を推進しま
す。放課後子ども教室については，未設置校区について，地域の
状況を見ながら，設置に向けて検討を行います。
●放課後児童クラブの設置

生涯学習課 11,823
放課後子ども教室事業
市内公立小学校22校，全校に開設

111
子育て支援総
合コーディ
ネーター事業

多様な子育て支援サービスに関する情報を一元的に把握し，保護
者への情報提供，ケースマネジメント，利用援助などを行います。
●子育て支援総合コーディネーターの配置

子育て支援課 ―
子育て世代包括支援センター｢すくすく｣を設置
→　保健福祉課で実施

112

ファミリー・
サポート・
センターの
設置

育児の援助を行いたい者と援助を受けたい者を組織化したファミ
リー・サポート・センターを設置し，その相互援助活動を円滑に運営
するために提供会員の増員に努めます。

子育て支援課 177
会員数313人
（依頼会員192人　提供会員91人　両方会員30人）
活動状況　732件

113
地域交流の
推進

高齢者との交流や中高生による体験学習，郷土芸能の伝承活動，
保育所・幼稚園・小学校・中学校の連携など，地域・学校・家庭で
の交流を促進します。
●地域子育て支援サロン（社会福祉協議会）の開催
●保育所地域活動事業の実施（老人会との交流・体験学習）
●地域交流の推進
●子育てサポート充実事業の実施

子育て支援課 - 保育所行事の中で，地域交流を推進した。

114
地域交流の
推進

高齢者との交流や中高生による体験学習，郷土芸能の伝承活動，
保育所・幼稚園・小学校・中学校の連携など，地域・学校・家庭で
の交流を促進します。
●地域子育て支援サロン（社会福祉協議会）の開催
●保育所地域活動事業の実施（老人会との交流・体験学習）
●地域交流の推進
●子育てサポート充実事業の実施

学校教育課 -

地域の高齢者を学校に招いたり，地域行事に出向いたりし
て，積極的に地域交流を推進した。また，中学校において
は，保育実習を実施したり小中連携を実施するなど，交流活
動を行った。

115
地域交流の
推進

高齢者との交流や中高生による体験学習，郷土芸能の伝承活動，
保育所・幼稚園・小学校・中学校の連携など，地域・学校・家庭で
の交流を促進します。
●地域子育て支援サロン（社会福祉協議会）の開催
●保育所地域活動事業の実施（老人会との交流・体験学習）
●地域交流の推進
●子育てサポート充実事業の実施

生涯学習課 事業終了

116
少子化意識の
啓発

市広報などによる意識啓発や情報提供，各種講座やセミナーなど
の開催を行います。

子育て支援課 216
「みはら子育てねっと」（Web情報サイト）による情報提供
子育て講演会の開催

②子どもの健全育成の推進

決算額（千円） 内　　容

117
青少年
健全育成

地域・学校・関係機関・団体などとの連携により，街頭補導やキャ
ンペーン事業を実施して非行の防止・保護の徹底に努めます。ま
た，関係機関・団体などの地域住民と連携・協力して，関係業界に
対する子どもの有害情報の自主的措置を働きかけるほか，ＰＴＡと
連携して子どもへの有害情報の危険性についての啓発活動を推
進します。

生涯学習課 445

・関係団体と連携し，青少年健全育成大会（7/2）を開催し，講
演会等を実施した。
・青少年健全育成に関連する表彰等の啓発事業を実施す
る。（1団体）
・青少年育成三原市民運動推進大会（2月）を開催し，講演会
等を実施した。

118
青少年問題
協議会

青少年の指導，育成，保護及び矯正に関する施策の実施のため，
地域・関係機関・団体との連絡調整を図ります。
●青少年問題協議会の開催

生涯学習課 50 青少年問題協議会を開催（7/28）

119 食育の推進
心身の健康増進と豊かな人間形成を目指し，望ましい食習慣や知
識の習得，生活リズムの向上，子どもの肥満防止，また，食に対す
る感謝の気持ちを育て，理解を深めるための食育を推進します。

学校教育課 －

「ひろしま給食１００万食プロジェクト」への応募を推進し，三
原教育「希望と未来」フォーラムにて表彰したり，三原市の学
校給食メニューとして取り上げるなどして食育の推進を図る。
また，給食指導を通して健全な食生活を身に付けるため指導
を行う。

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績
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③安心して子どもが育つ環境整備

決算額（千円） 内　　容

120
共助による
子育て支援の
推進

地域全体で子育てを支援する体制づくりを推進します。ファミリー・
サポート・センターにおける提供会員を増やして，母親が安心して
就労できる環境をつくります。

子育て支援課 - 保育所行事の中で，地域交流を推進した。

121
虐待防止ネッ
トワークの形
成

児童虐待に関する啓発（通告義務）を推進するとともに，関係機関
との連携を強化して相談支援活動の拡充を図り，児童虐待の未然
防止に努めます。
●要保護児童対策地域協議会の設置

子育て支援課 210

児童虐待問題講演会の開催，街頭キャンペーンの実施
要保護児童対策地域協議会（代表者会議，実務者会議，個
別ケース会議）開催
　※子育て世代包括支援センター｢すくすく｣の開設により家
庭児童相談員の配置は保健福祉課に所管替。

122

子どもの
いじめや
不登校に
対する対策

心の教室相談員やスクールカウンセラーによる児童・生徒・保護者
の悩みへの相談対応，児童・生徒の学校生活への復帰や適応力
の回復・育成を図ります。また，心の支援相談員の人材確保に努
めるとともに，その配置について，学校の現状を把握し計画的に推
進します。
●三原ふれあい相談の実施
●カウンセリング・相談活動事業の実施
　・心の教室相談員の配置
　・スクールカウンセラーの配置
●三原ふれあい教室（適応指導教室）の設置

学校教育課 6,450
心の教室相談員(10名)，家庭訪問支援員(２名)を配置し，不
登校やいじめの未然防止に努めるとともに，これらの問題に
対応する。

123

子どもの
いじめや
不登校に
対する対策

心の教室相談員やスクールカウンセラーによる児童・生徒・保護者
の悩みへの相談対応，児童・生徒の学校生活への復帰や適応力
の回復・育成を図ります。また，心の支援相談員の人材確保に努
めるとともに，その配置について，学校の現状を把握し計画的に推
進します。
●三原ふれあい相談の実施
●カウンセリング・相談活動事業の実施
　・心の教室相談員の配置
　・スクールカウンセラーの配置
●三原ふれあい教室（適応指導教室）の設置

学校教育課 9,697

・青少年指導相談員（５名），青少年支援相談員（１名）の配置
し，不登校やいじめの未然防止に努めるとともに，これらの問
題に対応する。

124
地域
防犯活動の
推進

市民の自主防犯活動を推進するため，情報の提供，対象者に応じ
た参加・体験・実践型の防犯学習を推進します。また，多様化する
犯罪へ対応するため，関係機関の連携の強化を図ります。

生活環境課 3,222
通学路危険箇所合同点検，子ども安全灯の管理，安全パト
ロールの実施，防犯メール配信システム，防犯ブザー購入補
助，防犯カメラ設置費補助，防犯カメラ管理

施策（５）国際交流や国際協力の取組みの推進

①国際理解・異文化理解の促進

決算額（千円） 内　　容

125
国際感覚豊か
な人づくり

国際感覚を養う機会を提供し，国際化時代に対応する資質を育成
します。
●少年少女海外研修交流事業の実施

生涯学習課 3,512

・シンガポールから生徒14名訪日（5/26から5/30）5日間
・市内中学2年生14名（男8名・女6名）がシンガポールを訪問
（8/3から8/9）7日間

②国際交流の充実

決算額（千円） 内　　容

126
国際交流体制
の整備

市民・民間団体・行政などが協調連携し外国人に対するサービス
の向上を推進するとともに，異文化交流をとおして国際性豊かな地
域社会づくりを推進します。
●日本語学習支援ボランティア養成講座の開催

地域調整課 0 日本語学習ボランティア講座（全3回）を実施した。

127
国際交流団体
への支援

国際理解を高めるため，外国人と地域住民との交流事業を行う国
際交流団体に対して支援を行います。
●国際交流団体の活動支援

生涯学習課 260 国際交流ネットワーク三原活動補助

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

H28年度実績

NO. 事業 内　　容 担当課

Ｈ28年度実績

13 



基本目標①男女共同参画を進めるための人づくり

平成27年度 平成28年度
目標

（平成28年度）

女性リーダー育成塾（仮称）の開催 1回 1回 1回以上

女性委員候補者リスト新規登録者数 1人 3人 25人

男女共同参画セミナーの参加者数 168人 84人 255人以上

各種審議会における女性委員の割合 24.4% 23.7% 30%以上

新学習指導要領の内容に即した指導計画の作成 整備 整備 整備

男女共同参画に関する世代別教育プログラム
の整備・充実

－ － 整備

基本目標②男女共同参画を実現するための環境づくり

平成27年度 平成28年度
目標

（平成28年度）

広報・啓発の充実 市民協働ホームページへの登録団体数 88団体 91団体 120団体（H26）

家族経営協定の締結数 ０件 1件 7件

女性の参画により「６次産業化」など経営の
多角化を進めている法人数

5法人 5法人 5法人

起業家支援セミナー受講者数（累計） 19人 49人 25人

男性向け介護教室の開催 251人 235人 実施

家族介護者交流事業の男性参加者数 54人 20人 60人

延長保育事業実施箇所数 15カ所 16カ所 11カ所(H26)

休日保育事業実施箇所数 1カ所 1カ所 1カ所（H26）

病児・病後児保育事業実施箇所数 ４カ所 ４カ所 4カ所(H26)

一時預かり事業実施箇所数（幼稚園） 7カ所 ７カ所 7カ所(H26)

男女間の暴力の根絶に
向けた取組みの推進

相談しやすい体制（人口10万人当たりの相談
件数が県平均以上）

408件 349件 300件

地域における
男女共同参画の推進

地域別ミニ集会の参加者数 39人 117人 150人

基本目標③男女共同参画を支える社会づくり

平成27年度 平成28年度
目標

（平成28年度）
市民団体等との協働に
よる男女共同参画の推
進

出前講座の利用件数 896件 830件 890件以上

朝食をたべる人の割合 － － 90％以上（H26）

乳がん検診の受診率 28.0% 33.5% 28％以上（H26）

要介護認定率 20.5% 19.8% 20%（H26）

認知症サポーターの人数（累計） 10,238人 10,698人 8,900人（H26）

つどいの広場の設置 － － 3カ所

放課後児童クラブの設置 24カ所 28カ所 23カ所

子育て支援総合コーディネーターの配置 － 実施 実施

国際交流や国際協力の
取組みの推進

日本語学習支援ボランティア養成講座受講者
数（累計）

185人 227人 300人

政策・方針決定過程
への女性の参画促進

平成２８年度 男女共同参画施策の進捗状況

　市では，男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進するため，「三原市男女共同参画プラン(第２次)」
［計画期間　平成２４年度～平成２８年度］を策定し施策を推進しています。
　三原市男女共同参画プラン（第２次）で目標値を設定している施策のうち，平成２８年度の主な進捗状況を公表し
ます。

評価項目

高齢者等が安心して
暮らせる環境づくり

子どもがのびのび育つ
環境づくり

（注）目標欄にカッコ書きで表記されている年度は，他の計画により定められている目標年次です。

教育・学習の推進

評価項目

職場における
男女共同参画の推進

家庭における
男女共同参画の推進

評価項目

生涯を通じた健康づく
り支援

14 
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三原市男女共同参画プラン（第２次）の達成度 

 

１．平成28年度男女共同参画施策の進捗状況 

（平成28年度に目標達成の項目に着色） 

 

基本目標➀ 男女共同参画を進めるための人づくり 

評価項目 
初年度 

平成24年度 

最終年度 

平成28年度 

目標 

平成28年度 

政策・方針決定

過程への女性の

参画促進 

女性リーダー育成塾（仮称）の開催 １回 １回 １回以上 

女性委員候補者リスト新規登録者数 10人 ３人 25人 

男女共同参画セミナーの参加者数 227人 84人 255人以上 

各種審議会における女性委員の割合 23.6％ 23.7％ 30％以上 

教育・学習の推

進 

新学習指導要領の内容に即した指導

計画の作成 
― 整備 整備 

男女共同参画に関する世代別教育プ

ログラムの整備・充実 
― ― 整備 

 

基本目標➁ 男女共同参画を実現するための環境づくり 

評価項目 
初年度 

平成24年度 

最終年度 

平成28年度 

目標 

平成28年度 

広報・啓発の充

実 

市民協働ホームページへの登録団体

数 
74団体 91団体 120団体（H26） 

職場における男

女共同参画の推

進 

家族経営協定の締結数 ０件 １件 ７件 

女性の参画により「６次産業化」など

経営の多角化を進めている法人数 
２法人 ５法人 ５法人 

起業家支援セミナー受講者数（累計） ９人 49人 25人 

家庭における男

女共同参画の推

進 

男性向け介護教室の開催 － 235人 実施 

家族介護者交流事業の男性参加者数 67人 20人 60人 

延長保育事業実施箇所数 12カ所 16カ所 11カ所（H26） 

休日保育事業実施箇所数 １カ所 １カ所 １カ所（H26） 

病児・病後児保育事業実施箇所数 ３カ所 ４カ所 ４カ所（H26） 

一時預かり事業実施箇所数（幼稚園） ６カ所 ７カ所 ７カ所（H26） 

男女間の暴力の

根絶に向けた取

組みの推進 

相談しやすい体制（人口10万人当たり

の相談件数が県平均以上） 
219件 349件 300件 

地域における男

女共同参画の推

進 

地域別ミニ集会の参加者数 86人 117人 150人 
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基本目標➂ 男女共同参画を支える社会づくり 

評価項目 
初年度 

平成24年度 

最終年度 

平成28年度 

目標 

平成28年度 

市民団体等との

協働による男女

共同参画の推進 

出前講座の利用件数 964件 830件 890件以上 

生涯を通じた健

康づくり支援 

朝食を食べる人の割合 87.3％ ― 90％以上（H26） 

乳がん検診の受診率 23.1％ 33.5％ 28％以上（H26） 

高齢者等が安心

して暮らせる環

境づくり 

要介護認定率 20.8％ 19.8％ 20％（H26） 

認知症サポーターの人数（累計） 7,846人 10,698人 8,900人（H26） 

子どもがのびの

び育つ環境づく

り 

つどいの広場の設置 １カ所 ― ３カ所 

放課後児童クラブの設置 22カ所 28カ所 23カ所 

子育て支援総合コーディネーターの

配置 
― 実施 実施 

国際交流や国際

協力の取組みの

推進 

日本語学習支援ボランティア養成講

座受講者数（累計） 
94人 227人 300人 

（注）目標欄にカッコ書きで表記されている年度は，他の計画により定められている目標年次

です。 
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 平成２８年度 事業報告 

人権推進課 

 

 

○三原市男女共同参画審議会の開催 

  男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審

議するため，三原市男女共同参画審議会を開催。 

 第１回三原市男女共同参画審議会 

 日時 平成 28 年 11 月 29 日（火）10:00～11:20 

  場所 中央公民館１階 第１研修室 

  議題 ・三原市男女共同参画プラン（第３次）の目的 ,進め方について 

・「男女共同参画社会における市民意識調査」のための調査票について 

・三原市男女共同参画プラン（第２次）の進捗状況について 

・三原市男女共同参画プラン（第３次）の策定スケジュールについて 

・その他 

 

第２回三原市男女共同参画審議会 

 日時 平成 28 年 12 月 27 日（火）10:00～12:00 

  場所 中央公民館１階 第１研修室 

  議題 ・三原市男女共同参画プラン（第３次）の施策体系（案）について  

・その他 

 

第３回三原市男女共同参画審議会 

 日時 平成 29 年２月 16 日（木）10:00～12:00 

  場所 中央公民館１階 第１研修室 

  議題 ・三原市男女共同参画プラン（第３次）の素案について 

・男女共同参画社会づくり表彰について 

・その他 

 

○市民企画の三原いきいきセミナーの開催 

  男女共同参画社会の理解を広めるとともに，人材育成の場としてセミナーを開催。  

三原市主催，みはらウィメンズネットワークによる企画・運営で実施。 

回 
実施日 

場 所 
内 容 講 師 

受講者数 

(うち男性) 

１ 

H28.9.24（土） 

中央公民館  

２階第 1 講座室  

「防災・復興に活かされる  

男女共同参画参画」  

～過去の震災をふりかえる  

女性の目線～  

小川 和子 

（NPO 法人みはらま

ちづくり兎っ兎 

代表理事） 

25（2） 

２ 

H28.11.26（土） 

中央公民館  

２階第２･３講座室  

「私にもできるまちづくり」  

～三原のまちづくりの  

展望と課題～  

原田 弘子 

(㈱まちづくり三原) 34（5） 

３ 

H29.1.21（土） 

市民福祉会館 

４階４０１会議室 

哲学カフェ  

「男らしさ，女らしさって  

必要？」  

松川 絵里 

(カフェフィロ 

副代表) 

25（3） 
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○男女共同参画講演会の開催 

  男女共同参画社会の理解を広めるとともに，意識啓発を行うため講演会を開催。  

<老人大学教養講座 男女共同参画講演会> 

日 時 平成 28 年 5 月 23 日（月）10:00～11:30 

場 所 三原リージョンプラザ 文化ホール 

対 象 老人大学の学生，一般市民  

講 師 （公財）広島県男女共同参画財団 常務理事兼事務局長 棚多 里美さん 

内 容 「働く」「子育て」「介護」を男女のチカラで乗り切るコツ  

受講者 ２３３人   

 

 

<みんなの男女共同参画映画上映会>        

日 時 平成 28 年 6 月 19 日（日）13：30～15:30 

場 所 三原市市民福祉会館 大会議室 

対 象 一般市民 

タイトル ｢うまれる｣ 

受講者 ７７人（うち男性 １４人） 

                         

 

                        

<みんなの男女共同参画講演会>                  

日 時 平成 29 年 3 月 25 日（土）13：50～15:20   

場 所 三原市市民福祉会館 大会議室 

対 象 一般市民 

講 師 内藤 いづみさん 

内 容 ｢心が折れない生き方，優しさと強さを 

取り戻す方法｣ 

～在宅ホスピス医からのメッセージ～ 

受講者 １３５人（うち男性 １８人） 

                       

 

○三原市男女共同参画社会づくり表彰 

  三原市男女共同参画推進条例第 15 条に基づき，男女共同参画の推進を積極的に実施し

ている市民，市民団体，事業者，教育に携わる者を表彰。 

  日 時 平成 29 年 3 月 25 日（土）13：30～ 

  場 所 三原市市民福祉会館 大会議室 

  内 容 被表彰者 

      ・市民団体の部    

ひろしま女性大学福山校同窓会三原ブロック“たらの芽” 

 

 

○三原市男女共同参画職員研修会の開催 

  男女共同参画社会の実現のため，職員が条例の基本理念を理解し，それぞれの職場で  

男女共同参画の視点を持ち実践する力を養うために，職員研修会を実施。 

日 時 平成 28 年 12 月 26 日（月）１３：３０～１５：００ 

場 所 三原市中央公民館 中講堂 

対 象 三原市職員（各課に割り当て）  
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講 師 社会保険労務士法人たんぽぽ会 代表社員 特別社会保険労務士 瀬川 徳子  

内 容 「行政が取り組む 女性活躍推進（男女共同参画）が配慮された職場」  

受講者 ５９人（うち男性 ３４人） 

 

 

○年次報告書の作成 

  三原市男女共同参画推進条例第 16 条に基づき，男女共同参画についての理解を深める

ため，施策の実施状況について年次報告書を作成。 

  作成年度 平成 28 年度 

 

 

○情報誌の発行 

  男女共同参画社会の実現をめざす情報誌｢with YOU｣の発行。 

 号 数  第 17 号（平成 28 年 10 月） 

      第 18 号（平成 29 年 3 月） 

 部 数  44,000 部 

 内 容  平成 27（2015）年度男女共同参画施策の進捗状況，三原市男女共同参画 

推進条例制定記念講演会，市民企画の「第３回三原いきいきセミナー」 

開催，みはらウィメンズネットワークの活動紹介 

      （編集委員会を７回開催） 

 

○女性のための人材育成セミナーの開催 

  市民（20 歳以上の女性）対象のセミナーを開催し，男女共同参画について理解し，具

体的に推進に向けて活動できる人材を育成する。このセミナーを修了（２回以上受講）し

た参加者は，市の審議会や委員会の女性委員登用候補者として登録。 

 日 程 ９月 29 日（木），10 月 13 日（木）,26 日（水）（計：３回） 

 時 間 18 時 30 分～20 時まで 

 場 所 三原市中央公民館 第 2・3 講座室 

 受講者 １３人（うち１２人に修了証交付，３人が人材登録） 

人材育成セミナー 

日  程  講  師  演   題  内   容  

9 月 29 日（木） 瀬川徳子さん 

（社会保険労務士）  

男女共同参画

概論 

■男女共同参画社会とはどのよう

な社会なのか？ 

 

10 月 13 日（木） 香川恭子さん 

（防災・被災者支援

地域女性ネットワー

ク）  

地域防災 ■女性の視点による避難所運営や

防災の考えについて 

■地域防災の取り組みに活かして

いくポイント 

10 月 26 日（水） 三浦浩之さん 

（広島修道大学  

教授）  

地域の魅力発

見 

■地域づくりのための課題発見と

解決の手法等について，ワークを通

じて考えましょう。 

 

 



20 

 

 

○女性団体のネットワークづくり 

  みはらウィメンズネットワークなど団体ネットワークづくりを推進し，女性団体やグ

ループの連携強化を図る。 

・理事会の開催 年８回 

・総会の開催  年１回 

・ミニ集会の開催 

・市民企画の三原いきいきセミナーの企画，運営 

・みんなの男女共同参画講演会の企画，運営 

・ピンクリボン・キャンペーンの実施 

・三原市女性市議会議員との意見交換会 

 

○地域別ミニ集会の開催 

 自治会，地域活動組織などに対し，性別にとらわれない参加，役割分担を促進し，意思

方針決定の場においても女性が主体的に関わることなどを啓発するため，ミニ集会  

（出前講座）を実施。 

 

団 体 名 日にち 場 所 内 容 
受講者数 

(うち男性) 

みはらＬＣＳ H28.5.11 かねしょう 
統計から見る日本の危機 

 
 ９（0） 

小坂町 

ふれあいサロン 
H28.6.17 小坂町民会館  

いつまでも輝き続けるた

めに 
 13（0） 

八幡野串なかよ

しサロン 
H28.7.9 野串集会所  

いつまでも輝き続けるた

めに 
 11（0） 

大草女性会 

 
H28.7.31 大草公民館  

統計から見る日本の危機 
 10（0） 

わくわく会認知

症予防自主グル

ープ 

H28.7.14 サン・シープラザ  

いつまでも輝き続けるた

めに  13（0） 

サロン干川 H28.9.20 干川公民館  
いつまでも輝き続けるた

めに 
 13（0） 

市東ふれあいい

きいきサロン 
H28.9.26 

市東営農倉庫  

 

いつまでも輝き続けるた

めに 
20（0） 

本郷老人クラブ 

 
H29.1.16 

本郷東本通第２公

民館  

いつまでも輝き続けるた

めに 
 16（0） 

ハッピーサロン 

 
H29.1.27 新明神公民館  

いつまでも輝き続けるた

めに 
 12（0） 
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三原市男女共同参画推進条例 

平成 23年３月 31日 

条例第９号 

前文 

我が国では，日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ，男女平等の実現に向けた

様々な取組みが，国際社会とも連動して進められる中，男女共同参画社会基本法が制定された。 

三原市においても，この基本法の理念にのっとり，男女が互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い，性別にかかわりなく，その個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現

を目指し，取組みを進めているが，少子化や長寿社会の到来等，社会経済情勢の変化に伴う新た

な課題に対応していくためには，なお一層の取組みが求められている。 

よって，私たちは，市・市民・市民団体・事業者・教育に携わる者という多様な主体の協働に

より，家庭生活，仕事，地域その他の社会のあらゆる分野における活動の調和が図られた男女共

同参画社会を実現するため，この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，男女共同参画の推進について，その基本理念を定め，市，市民，市民団体，

事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に関する施

策の基本となる事項を定めることにより，本市における男女共同参画社会の実現を図ること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社

会的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担うべきことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において，男女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に提供することをいう。 

(3) 市民 市内に居住し，又は市内で活動するすべての個人のことをいう。 

(4) 市民団体 市内において活動する特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２

条第２項に規定する特定非営利活動法人その他の民間の団体のことをいう。 

(5) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人のことをいう。 

(6) 教育に携わる者 市内に存する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に定める

学校において教育に携わる者及び市が実施する社会教育に携わる者のことをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は，次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること，男女が性別による差別的取扱いを受けな

いこと，男女がその持てる力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重

されること。 

(2) 社会における制度又は慣行が，男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をで

きる限り中立なものとするように配慮されること。 

(3) 男女が，社会の対等な構成員として，市における政策又は民間の団体における方針の立

案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支援の下に，子の養育，家族の介護その他
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の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，かつ，家庭生

活と仕事，地域その他の社会のあらゆる分野における活動との調和をとることができるよ

うにすること。 

(5) 男女が互いの性についての理解を深め，妊娠又は出産に関する事項について双方の意思

が基本的に尊重されること及び生涯を通じて健康な生活を営むことができるようにするこ

と。 

(6) 国際社会における取組みと密接な関係を有していることにかんがみ，国際的協調の下に

行われること。 

（市の責務） 

第４条 市は，第３条の基本理念にのっとり，男女共同参画の推進に関する施策（積極的改善措

置を含む。）を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

２ 市は，男女共同参画の推進に関する施策を実施するために，必要な財政上の措置その他の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

（市民及び市民団体の責務） 

第５条 市民及び市民団体（以下「市民等」という。）は，第３条の基本理念にのっとり，家庭，

職場，学校，地域その他の社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進に寄与するよう

努めるものとする。 

２ 市民等は，市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は，第３条の基本理念にのっとり，事業活動に関して，男女が対等な立場で参画

する機会を確保し，仕事と家庭，地域その他の社会のあらゆる分野における活動との調和を

とることができるよう職場環境の整備に努めるものとする。 

２ 事業者は，市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

（教育に携わる者の責務） 

第７条 教育に携わる者は，第３条の基本理念にのっとり，男女共同参画社会の実現に果たす教

育の重要性にかんがみ，個々の教育本来の目的を実現する過程において，男女共同参画の理

念に配慮した教育を行うよう努めるものとする。 

第２章 基本施策等 

（基本計画） 

第８条 市長は，男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，基本的

な計画（以下「基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 市長は，基本計画を策定又は変更（以下「策定等」という。）するに当たって，市民等，事

業者及び教育に携わる者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。 

３ 市長は，基本計画の策定等をするに当たって，あらかじめ三原市男女共同参画審議会の意見

を聴かなければならない。 

４ 市長は，基本計画の策定等をしたときは，公表しなければならない。 

（男女共同参画に関する活動の支援） 

第９条 市は，市民等及び事業者が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するため，学習

機会の提供，情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（家庭生活における活動とその他の活動との両立支援） 

第 10条 市は，家族を構成する男女が，互いに家庭生活における活動と職場，学校，地域その
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他の社会のあらゆる分野における活動とを両立させることができるよう，学習機会の提供，

情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（生涯を通じた健康支援） 

第 11条 市は，男女が互いに身体的特徴及び性について理解し，生涯にわたり健康に生活でき

るよう，学習機会の提供，情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（性に基づく差別的取扱い等に対する支援） 

第 12条 すべての人は，家庭，職場，学校，地域その他の社会のあらゆる分野において，性に

基づく差別的取扱い及び人権侵害を行ってはならない。 

２ 市は，あらゆる性に基づく人権侵害を防止するための施策を講ずるよう努めるとともに，こ

れらの被害を受けた者に対し，安全と安心を最優先して関係機関との連携を図り，相談機関

及び各種制度の紹介，情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

（苦情の処理） 

第 13条 市民等，事業者又は教育に携わる者は，市が実施する男女共同参画の推進に関する施

策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する苦情を市長に申し出る

ことができる。 

２ 市長は，前項の規定による申出を受けたときは，関係機関との連携を図りながら必要な助言

を行う等適切に対応するものとする。 

３ 市長は，必要があると認めるときは，第１項の規定による申出に対応するため，三原市男女

共同参画審議会の意見を聴くことができる。 

（調査研究） 

第 14条 市は，男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な事項ついて調査研究を行い，

その成果を男女共同参画の推進に関する施策に反映させるよう努めるものとする。 

（表彰） 

第 15条 市長は，男女共同参画の推進を積極的に実施している市民等，事業者又は教育に携わ

る者を表彰することができる。 

（年次報告） 

第 16条 市長は，男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について年次報告書を作成し，

これを公表するものとする。 

第３章 男女共同参画審議会 

（三原市男女共同参画審議会） 

第 17条 市は，男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項

を調査審議するため，三原市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会の組織，所掌事務及び委員その他構成員並びに審議会の運営に関し必要な事項は，市

長が定める。 

第４章 雑則 

（委任） 

第 18条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

この条例は，平成 23年 10月１日から施行する。 
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